
データ利活用型スマートシティのエコシステム

地方公共団体による全体統括
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データ利活用型スマートシティにおける事業サイクル①

計画

コンセプト ≫ 実装モデル

構築

技術 ≫ 統合

運用

実装 ≫ 改良

普及

啓発 ≫ 社会変革

[A] PDCA

（
社
会
実
装
活
動
）

[

B]

リ
ビ
ン
グ
ラ
ボ

まちづくり企画 プロトタイプ作成 性能の試算 効果の試算

フィールド選択／調査 プロトタイプ試行 現場への実装 実証結果の評価

サービス／ビジネス
モデル設計

システム構築/サービス提供 人材／制度検討

普及戦略 マーケティング拡大 人材育成／制度化

事業領域

（出典）事務局による東京大学佐藤知正名誉教授へのヒアリング内容をもとに作成
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データ利活用型スマートシティにおける事業サイクル②

 地域でデータを活用する、「[A] PDCA」的サイクルと「[B] リビングラボ」的サイクルを
並列で回し続ける為の組織づくり、主体の参加、仕組みづくりが必要。

 明確なKPIが設定され、その実現に向け、自治体が統括する官民連携組織などを通じて
デザイン思考的な改善プロセスが常に稼働することが重要。

[A] PDCA

[B] リビングラボ
（社会実装活動）

スマートシティ導入の手引き作成

各種データ利活用に関するガイドラインの整理

規制ゼロのフリーゾーン特区の検討

コンソーシアム等による標準化活動国際連携推進

シンポジウム/ハッカソン等開催

小中学生含む住民に参画を促すための各種普及啓発

成果事例集の作成

ICTスマートシティ整備推進事業による支援

大学（情報工学系研究者、学生等）の参画を通じた人材育成
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ICTスマートシティ整備推進事業（平成２９年度予算案）執行の要件

１．総論

 申請内容が、実施地域において策定した「地方版総合戦略」やまちづくりに関
する戦略などの各種戦略に沿ったものであり、事業の実施が同戦略の推進に寄
与するもの

 実施体制、事業スケジュール、資金計画等を含めて事業の実施計画が効率的に
組まれており、翌年度以降の事業計画等の確実な実施・運営が見込めること

 事業の実施を通じて期待される事業の成果が明確に示されており、地域の活性
化に資する根拠が明確に示されていること

 事業の終了後も地域において「自立的」「持続的」に事業を継続し、更なる普
及展開を推進していくための体制の整備等に係る計画が具体的かつ明確に示さ
れていること
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２．各論

（１）必須条件

 事業を推進し、PDCAを回し、スマートシティのバージョンアップを図ること

 他の自治体が容易に連携できるようシステムはクラウド上で構築すること

 他のプラットフォームとの連携を視野に入れ構築すること（ベンダーロックインの排除）

 収集したデータについてはベンチャー等含め多様な主体が活用できるように構築すること

 データフォーマットについて、標準化されたフォーマットがある場合はそのフォーマット
を使用すること
例：共通語彙基盤（IMI）

（２）推奨条件

 民間資金の投入を積極的に行うこと、特に更地からの再開発については、PPP/PFIにより
ハードと一体で整備すること

 オープンソースや標準化されたプロトコルを積極的に活用すること

 APIなどを公開し、他のサービスやプラットフォームとの連携を可能とすること

 地方創生関連交付金（内閣府）、ローカル10,000プロジェクト（総務省）、コンパクト・
プラス・ネットワーク（国土交通省）など他の施策と連携すること（もしくは連携予定）
※補助事業対象経費に関する重複は排除
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 予算成立後速やかに公募※を行い、外部評価（外部有識者によるヒアリング）
を経て採択を決定
※予算成立を前提として公募を行う可能性がある

 実施団体は、補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から起算して
５年以内の間、毎会計年度終了後に事業の実施状況や収益状況について、報
告すること

３．その他（採択、及び採択後）
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